
１．概 要

� 総出火件数は４，９３４件の増加

平成１２年（１月～９月）における総出火

件数は４８，６７６件であり、前年同期と比べま

すと、４，９３４件の増加です。

火災種別ごとにみますと、建物火災１，１５６

件、林野火災２９３件、車両火災３６８件、航空

機火災２件、その他火災３，１３０件それぞれ

増加しています。また、船舶火災が１５件の

減少となっています。

� 火災による死者は１人減少、負傷者は４７８

人の増加

火災による死者は１，５４９人で、前年同期

と比べますと１人の減少です。

火災種別ごとにみますと、建物火災１，０５４

人、林野火災１４人、車両火災２０４人、航空

機火災２人、その他火災２７５人の死者が発

生しています。

火災による負傷者は６，１１３人で、前年同

期と比べますと４７８人の増加です。

火災種別ごとにみますと、建物火災５，０８０

人、林野火災１４６人、車両火災２６５人、船舶

火災１５人、航空機火災３人、その他火災６０４

人の負傷者が発生しています。

� 建物火災の死者（爆発を除く）のうち、

住宅での死者は８６．９％

爆発を除いた建物火災における死者１，０５２

人のうち、住宅（戸建住宅、共同住宅、併

用住宅）における死者は９１４人（８６．９％）

です。

� 出火原因の第１位は「放火」、続いて

「たばこ」、「放火の疑い」

全火災４８，６７６件を出火原因別にみますと、

「放火」５，６４８件（１１．６％）、「たばこ」５，４３５

件（１１．２％）、「放火の疑い」４，４６２件（９．２％）、

「こんろ」４，２１６件（８．７％）、「たき火」３，６３１

件（７．５％）、「火あそび」１，８５０件（３．８％）の

順となっています。

爆発を除いた火災について、火災種別ご

とにみますと、建物火災２５，６６４件にあって

は、「こんろ」４，１４６件（１６．２％）、「たばこ」

２，８５８件（１１．１％）、「放火」２，７６８件（１０．８％）、

「放火の疑い」１，８４２件（７．２％）、「ストー

ブ」１，２０９件（４．７％）の順となっています。

林野火災２，５７３件では、「たき火」７５５件

（２９．３％）、「たばこ」３４５件（１３．４％）、「火

入れ」３０３件（１１．８％）、「放火の疑い」２０４

件（７．９％）、「火あそび」１３４件（５．２％）

の順となっています。

車両火災６，１６６件では、「放火」７７２件

（１２．５％）、「放火の疑い」６５５件（１０．６％）、

「排気管」６１９件（１０．０％）、「内燃機関」

３１１件（５．０％）、「衝突の火花」２７０件（４．４％）

の順となっています。

その他火災１４，０３４件では、「たき火」２，２４２

件（１６．０％）、「放火」２，０５１件（１４．６％）、

「たばこ」１，９８７件（１４．２％）、「放火の疑

い」１，７５６件（１２．５％）、「火あそび」９６２件

（６．９％）の順となっています。

平成１２年（１月～９月）における火災の概要（概数）

防災情報室
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不明・調査中�
5,894件�
（12.1％）�

その他�
9,468件（19.5％）�

電気装置 506件（1.0％）�
排気管 682件（1.4％）�
電気機器 708件（1.5％）�
焼却炉 803件（1.6％）�
配線器具 836件（1.7％）�

マッチ・ライター 889件（1.8％）�
火入れ 1,202件（2.5）�

電灯・電話等の配線�
1,210件（2.5％）�

ストーブ�
1,236件（2.5％）�

火あそび 1,850件（3.8％）�

たき火�
3,631件（7.5％）�

こんろ�
4,216件�
（8.7％）�

放火の疑い�
4,462件（9.2％）�

たばこ�
5,435件�
（11.2％）�

放火�
5,648件�
（11.6％）�

その他�
4,154件（16.1％）�

物品販売店舗 417件（1.6％）�
飲食店 537件（2.1％）�
事務所 598件（2.3％）�

複合用途（非特定）733件（2.8％）�

倉庫917件（3.6％）�

併用住宅1,247件（4.8％）�

複合用途（特定）1,636件（6.4％）�

工場1,816件（7.0％）� 共同住宅�
3,719件（14.4％）�

住宅�
9,986件（38.8％）�

� 火災による損害

火災による損害については、以下のとおり

です。

焼損棟数 ３４，５９５棟

（ １２６棟／１日 １．３棟／件）

り災世帯数 ２３，４７５世帯

（ ８６世帯／１日 ０．９世帯／件）

建物焼損床面積 １，２０２，３７９�

（ ４，３８８�／１日 ４６．７�／件）

建物焼損表面積 １２８，０２７�

（ ４６７�／１日 ５．０�／件）

林野焼損面積 １５９，７１２ａ

（ ５８３ａ／１日 ６２．０a／件）

損害額 １０，６０８，５７１万円

（３８，７１７万円／１日 ２１８万円／件）

これらを前年と比べますと、それぞれ以下

のとおりとなります。

焼損棟数 １，０６１棟 （ ３．２％）増加

り災世帯数 ５２９世帯 （ ２．３％）増加

建物焼損床面積 ９，２２８� （ ０．８％）増加

建物焼損表面積 ３０１� （ ０．２％）増加

林野焼損面積 ６４，０７６a （６７．０％）増加

損害額 －３６６，５４０万円 （－３．３％）減少

２．建物用途別にみた火災発生状況

建物火災２５，７６０件を建物用途別にみますと、

次図のとおりです。

３．出火原因別にみた火災発生状況

全火災４８，６７６件を出火原因別にみますと、

次図のとおりです。

４．死傷者の発生状況

� 火災種別ごとの死者発生状況

全死者１，５４９人について火災種別ごとに

みますと、以下のとおりです。

建物火災 １，０５４人 （６８．０％）

林野火災 １４人 （０．９％）

車両火災 ２０４人 （１３．２％）

船舶火災 ０人 （ ― ）

航空機火災 ２人 （０．１％）

その他火災 ２７５人 （１７．８％）建物用途別火災件数
（計 ２５，７６０件）

（単位：件）

出火原因別火災件数
（計 ４８，６７６件）

（単位：件）
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その他�
821人（16.2％）�

複合用途（特定）�
288人（5.7％）�

併用住宅�
309人（6.1％）�

工場�
357人（7.0％）� 共同住宅�

977人（19.2％）�

住宅�
2,328人（45.8％）�

その他 66人（6.3％）�

神社・寺院 7人（0.7％）�

工場 10人（0.9％）�

複合用途（非特定）�
28人（2.7％）�

複合用途（特定）�
29人（2.8％）�

併用住宅�
64人（6.1％）�

共同住宅�
156人（14.8％）� 住宅�

694人（65.8％）�

� 建物用途ごとの死者発生状況

建物火災における死者１，０５４人を建物用

途別にみますと、次図のとおりです。

� 火災種別ごとの負傷者発生状況

全負傷者６，１１３人について火災種別ごと

にみますと、以下のとおりです。

建物火災 ５，０８０人 （８３．１％）

林野火災 １４６人 （２．４％）

車両火災 ２６５人 （４．３％）

船舶火災 １５人 （０．２％）

航空機火災 ３人 （０．０％）

その他火災 ６０４人 （９．９％）

� 建物用途ごとの負傷者発生状況

建物火災における負傷者５，０８０人を建物

用途別にみますと、次図のとおりです。

� 死者の発生した経過ごとの死者発生状況

全死者１，５４９人について，死者の発生し

た経過別にみますと、以下のとおりです。

逃げおくれ ６５８人 （４２．５％）

放火自殺 ５３３人 （３４．４％）

着衣着火 ９２人 （５．９％）

出火後再進入 ２７人 （１．７％）

その他 ２３９人 （１５．４％）

建物用途別死者数
（計 １，０５４人）

（単位：人）

建物用途別負傷者数
（計 ５，０８０人）

（単位：人）
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火災をはじめとする各種災害の発生を防止す

るとともに、その被害を最小限にくい止めるた

めには、国民一人ひとりが防災を自らの問題と

受け止め、行動することが強く望まれます。消

防庁では、人命を最優先する立場から、火災、

地震、風水害等の各種災害による死傷者の発生

を最小限にとどめることを基本目標とし、以下

のとおり平成１３年度消防庁広報テーマを定め、

国民の防災意識の高揚を図っていくこととして

います。

年間広報重点テーマ

平成１３年度消防庁広報テーマと主な行事予定

総 務 課

広 報 事 項 要 旨

火災及び火災に
よる死者の発生
の防止

火災の発生を防止するため、国民が日常特に留意すべき事項として、「火の用心のポイント」を広く国民に呼び
かける。
また、火災によって毎年多くの貴い人命が失われているので、年間を通じてあらゆる機会をとらえて火災による

死者の発生の防止を呼びかける。

住宅防火対策の
推進

住宅火災による死者は、建物火災による死者の約９割を占めており、特に、６５歳以上の高齢者が、その半数を占
めるとともに、火災が発生した場合の死亡率も他の年齢層に比べ極めて高い現状にある。このような現状及び高齢
社会が、今後益々進展していくことを考えるとこのまま推移すれば、火災による死者が急増することが懸念される。
このような状況を踏まえ、住宅火災による死者の大幅な低減を図ることを目的として、国、地方公共団体、関係

業界団体等の連携による住宅防火対策を、国民運動的に推進することを目的とし広報する。

放火火災予防対
策の推進

放火の危険から地域社会を守るためには、住民、事業所、関係機関等が一体となって放火されにくい地域環境を
作り出す必要があり、放火火災に対する注意心を喚起し、放火火災の実態や予防対策を広く国民に広報する。

消防団活動に対
する理解と協力
の促進

消防団の充実強化を推進していくためには、消防団活動に対する国民の理解と協力を得ることが不可欠であるた
め、消防団が火災等の災害から住民の生命、身体及び財産を守るため、地域の消防防災の中核として活動している
ことを広報するとともに、消防団の果たす役割の重要性について啓発を図る。

自主防災組織等
住民による自発
的防災活動の推
進

地震、風水害等の災害から身を守るためには、国民一人ひとりが防災に対する認識を深め、地域の人々が地域ぐ
るみで災害に対処することが必要である。
阪神・淡路大震災では、住民がバケツリレー等により初期消火を実施し延焼を防止した例が少なくないことから、

地域住民の防災活動が非常に重要であることが改めて認識された。
このため、住民自らによる効果的な初期消火活動や救急・救護活動等が行えるよう、より実践的な防災訓練の実

施及び積極的な参加を呼びかける。
また、大規模災害発生時における災害ボランティアの活動はきめ細かな災害対策を実施するうえで重要であり、

災害ボランティアの必要性について呼びかける。
さらに、事業所等に対し、消防用設備等の整備と自主防災組織等の充実を図り、日ごろから防災訓練を実施し、

施設の防火管理体制の強化など自らの防災体制の強化を推進するとともに、地域社会の一員として、住民と一体と
なり地域防災体制の確立に、積極的に貢献するよう呼びかける。

地震、風水害、
火山災害に関す
る防災知識の普
及啓発

地震、風水害、火山災害による被害を最小限にくい止めるため、災害に対しての日ごろからの予防対策や災害時
における万全な応急対策の知識を啓発するとともに、特に、風水害においては、近年多発する土砂災害の発生危険
時、高潮発生時、地震においては、津波発生時、津波警報・注意報発令時、警戒宣言等の発令時における対処方法
などの早期避難警戒体制を進めるための防災知識の普及啓発を図る。

住民に対する応
急手当の普及啓
発

傷病者の救命率の一層の向上を図り、併せて住民の自主救護能力の向上を図るためには、応急手当に関する知識
の普及啓発は欠かせないことである。
このため、住民が自ら応急手当を行うことの重要性を積極的に広報するとともに、消防機関の行う応急手当の講

習会等に進んで参加するよう呼びかける。

防災まちづくり
の推進

地域における防災機能を向上させるためには、防災基盤等ハード面での整備を進めるとともに、地域づくりのあ
らゆる面に防災の視点を取り入れ、住民が主体的に防災まちづくりに取り組む必要がある。
このため、住民の手による防災マップの作成や防災施設の設置など、先進的な防災まちづくりへの参加について

呼びかける。
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月別広報テーマ一覧

月別 平成１３年度月別広報テーマ（担当課）

４
�防火管理の徹底 （予防課）
�林野火災の防止 （防災課）
�外出先での地震の対処 （震災対策指導室）

５

�消防団活動への理解と協力の呼びかけ （消防課）
�住宅防火対策の推進《新住宅防火対策》 （予防課）
�風水害への備え （防災課）
�住民に対する応急手当の普及啓発 （救急救助課）

６

�危険物安全週間 （危険物保安室）
�住宅防火対策の推進《住宅用防災機器の設置・防炎品の普及促進》（予防課）
�火あそびによる火災の防止 （予防課）
�災害弱者対策の推進 （防災課）
�津波による災害の防止 （震災対策指導室）
�石油コンビナート災害の防止 （特殊災害室）

７
�防災訓練への参加の呼びかけ （震災対策指導室）
�花火による火災の防止 （予防課）
�風水害への備え （防災課）

８

�台風に対する備え （防災課）
�住民自らによる災害への備え （防災課）
�天ぷら油による火災の防止 （予防課）
�電気器具の安全な取扱い（予防課）

９

�９月９日は救急の日 （救急救助課）
�地震に対する日常の備え （震災対策指導室）
�住民参加による防災まちづくりの推進 （防災課）
�住宅防火対策の推進 《高齢者の安全対策》（予防課）
�秋の行楽期における火災の被害防止 （予防課）

１０

�物品販売店舗に対する適マーク制度の普及と理解の推進 （予防課）
�ガス機器による火災及びガス事故の防止 （予防課）（危険物保安室）
�火山災害に対する備え （防災課）
�消防の国際協力に対する理解の推進 （救急救助課）
�地震発生時の出火防止 （震災対策指導室）

１１

�秋季全国火災予防運動 （予防課）
�１１月９日は「１１９番の日」（総務課）（防災情報室）
�住宅防火対策の推進《住宅防火診断》 （予防課）
�婦人防火クラブ活動の理解と参加の呼びかけ （防災課）
�危険物施設等における事故防止について （危険物保安室）

１２

�雪害に対する備え （防災課）
�放火による火災の防止（予防課）
�石油ストーブなどの安全な取扱い （予防課）（危険物保安室）
�消防自動車等の緊急通行時の安全確保に対する協力の促進 （消防課）

１

�文化財防火デー （予防課）
�消火栓の付近での駐車の禁止 （消防課）
�たき火による火災の防止 （予防課）
�１月１７日は「防災とボランティアの日」 （防災課）

２

�春季全国火災予防運動 （予防課）
�林野での火気の取扱いの注意 （防災課）
�ふるさとを災害から守るための消防団活動への参加の呼びかけ （消防課）
�たばこによる火災の防止 （予防課）

３
�３月７日は消防記念日 （総務課）
�少年消防クラブ活動への理解と参加の呼びかけ （防災課）
�春の行楽期における火災の被害防止 （予防課）

－２９－



主な行事予定

行 事 名 概 要 時 期

独立行政法人消防研究所
一般公開

科学技術週間（４／１６～４／２２）にちなみ、独立行
政法人消防研究所を一般に公開する。

４月２０日

春の叙勲伝達式

春の褒章伝達式

叙勲を受章した消防功労者に対し、消防庁長官が勲
章を伝達する。
褒章を受章した消防功労者に対し、消防庁長官が褒

章を伝達する。

５月中旬

５月中旬

「危険物安全週間」

危険物保安功労者、優良危険物
関係事業所及び危険物安全週間
推進標語表彰式

危険物関係事業所における自主保安体制の確立を呼
びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の
高揚及び啓発を図るため「危険物安全週間」を設定し、
危険物施設における保安体制の整備促進、各種広報及
び啓発運動を実施する。
危険物の保安に功績のあった者及び保安管理等が特

に優秀であると認められる事業所等を消防庁長官が表
彰する。

６月３日～６月９日
（６月の第２週）

６月の第２週

「国民安全の日」

安全功労者表彰式

昭和３５年５月６日の閣議により、産業災害、交通事
故、火災等の災害防止を図る目的として制定された。
国民の安全に関して功労のあった消防関係者を総理

大臣又は消防庁長官が表彰する。

７月１日

７月上旬

防災功労者表彰式 防災に関して功労のあった消防関係者を消防庁長官
が表彰する。

８月上旬

平成１３年度総合防災訓練

防災功労者表彰式

「防災の日」及び「防災週間」

「救急の日」及び「救急医療週間」

救急功労者表彰式

東海地震及び南関東直下型地震を想定し、総理大臣、
総務大臣をはじめとする全閣僚、消防庁等関係省庁等
の参加による政府本部運営訓練、現地訓練等防災訓練
等を行う。
防災に関して功労のあった消防関係者を総理大臣が

表彰する。
昭和５７年５月１１日の閣議了解により、台風、高潮、

津波、地震等の災害について認識を深めるとともに、
これに対する備えを充実強化することにより、災害の
未然防止と被害の軽減に資するために設けられた。
救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と

認識を深め、かつ、救急医療関係者の意識の高揚を図
るために設けられた。
救急業務推進に貢献し社会公共の福祉の増進に功績

があった個人又は団体を消防庁長官が表彰する。

９月１日

９月上旬

９月１日
８月３０日～９月５日

９月９日及びこの日
を含む１週間

９月９日

「国際防災の日」

消防設備保守関係功労者表彰式

優良消防防災システム表彰式
住宅防火対策優良推進組織等表
彰式

「国際防災の１０年」の趣旨を広く周知するため、１９８９
年１２月、第４４回国連総会において毎年１０月第２水曜日
を「国際防災の日」とすることが決議された。
消防用設備の設置及び維持管理の適正化に功労のあ

った者を消防庁長官が表彰する。
優れた消防防災システムを消防庁長官が表彰する。
住宅防火対策の推進に功労があった組織を消防庁長

官が表彰するとともに取組み事例等を発表する。

１０月１０日

１０月下旬

１０月下旬
１０月下旬

第４９回全国消防技術者会議

秋の叙勲伝達式

消防に関する研究、機器の改良等の成果を発表し、
討議する。
叙勲を受章した消防功労者に対し、消防庁長官が勲

章を伝達する。

１１月１日～１１月２日

１１月上旬

－３０－



行 事 名 概 要 時 期

秋季全国火災予防運動

「１１９番の日」

第４回全国消防広報コンクール
表彰式

消防功労者総務大臣表彰式

秋から冬にかけての火災が多く発生する季節を迎え
るに当たって、全国的に火災予防運動を展開する。
自治体消防発足４０周年を機に、国民の消防全般に対

する正しい理解と認識を深め、住民の防災意識の高揚
を図ることを目的として設けられた。
消防広報を一層国民にわかりやすく理解してもらう

ため、全国の消防本部及び消防団の各種広報媒体の広
報技術の向上を図ることを目的として、コンクールを
実施し、消防庁長官が表彰を行う。
消防に関して功績顕著な消防団員等を総務大臣が表

彰する。

１１月９日～１１月１５日

１１月９日

１１月９日

１１月中旬

消防白書発刊 各種災害の実態、消防防災行政の現況と課題等につ
いて解説し、消防防災体制の確立に広く活用されるこ
とを目的として毎年発刊している。

１２月中旬

「防災とボランティアの日」及
び「防災とボランティア週間」

「文化財防火デー」

消防防災研究講演会

平成７年１２月１５日の閣議了解により、広く国民が災
害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動
についての認識を深めるとともに、災害への備えの充
実強化を図ることを目的として設けられた。
昭和２４年１月２６日に法隆寺金堂壁画を焼損したこと

を契機に、民族の遺産である文化財を火災から守ると
ともに、文化財愛護思想の高揚を図るために制定され
た。
消防防災研究に関する研究成果を公開の場で発表し

広く討論する。

１月１７日
１月１５日～１月２１日

１月２６日

１月下旬

第４回全国救助シンポジウム 救助技術の高度化を目指し、救助活動に関する発表
・討議を行う。

２月中旬

春季全国火災予防運動

車両火災予防運動

全国山火事予防運動

「消防記念日」

消防功労者表彰式

優良消防防災機器開発・科学論
文表彰式
防災まちづくり大賞表彰式

消防関係業界功労者表彰式

少年消防クラブフレンドシッ
プ'２００２

春先の火災が発生しやすい季節を迎えるに当たって、
全国的に火災予防運動を展開する。
車両交通の関係者及び利用者の火災予防意識の高揚

を図り、もって車両火災を防止し、安全な運送を確保
することを目的として車両火災予防運動を展開する。
山火事が発生しやすい季節を迎えるに当たって、全

国的に山火事予防運動を展開する。
昭和２３年３月７日に消防組織法が施行されたのを記

念して、消防に関する理解と認識を深める目的で制定
された。
消防に関して功労のあった消防関係者を消防庁長官

が表彰する。
優れた消防機器の開発等及び消防防災科学論文を消

防庁長官が表彰する。
地方公共団体や地域のコミュニティ等における防災

に関する様々な取組み、工夫・アイデアのうち、特に
優れたものについて総務大臣賞、消防庁長官賞等を設
け表彰する。
消防関係業界の発展に功労のあった者を消防庁長官

が表彰する。
クラブ活動の優良なクラブとクラブ指導者を消防庁

長官が表彰する。

３月１日～３月７日

３月１日～３月７日

３月１日～３月７日

３月７日

３月上旬

３月中旬

３月中旬

３月中旬

３月下旬

－３１－



北から南から ◆各地の消防だより

「中和広域消防組合」これだけを聞くと何県

にある消防かよく判らないと思いますが、実は、

読んで字のごとく大和盆地（奈良県）の中央部

分に広がっている５市町村（面積１６６平方キロ

メートル、人口約２５万人）により構成されてい

る組合消防です。

全国初の試みとして、昭和６２年４月１日に大

和高田市・橿原市・御所市の既存消防本部と高

市郡（高取町・明日香村）により発足し、１本

部４消防署３出張所（１９０人の職員）で業務を

開始しました。現在では、１本部４消防署４出

張所（女性６名を含む３０１人の職員）で業務を

行っています。

それでは、これから少しだけ管内を案内した

いと思います。まず、この辺り一帯は、古代・

古墳時代から中世にかけての歴史的遺跡・遺産

が集中しています。特に明日香村は、歴史の宝

庫であり先日発見されて話題になった亀型石造

物や、NHK朝の連続テレビ小説「明日香」の

舞台にもなり、誰でも１度や２度は耳にした事

があるのではないでしょうか？特に橿原市から
みみ

明日香村にかけては、万葉集に歌われている耳
なしやま あま か ぐ やま うね び やま

成山・天の香具山・畝傍山の大和三山を取り巻

くように、実に多くの遺産が散らばっていて、

風情の漂う地域になっています。

ただ、関西の中心都市ともいわれる大阪と交

通至近の位置にあるところから、歴史的遺産の

集積地である反面、現在は、大都市近郊型の市

街地という性格も有しています。そのことから

も、歴史の町であると同時に都市型の側面も持

ち合わせている地域といえます。

このような地域性から近年、核家族・共稼ぎ

で日中は留守の家庭が増加し、今までのような

日中に行う防火指導では指導が行き届かない面

が出てきました。

そこで当組合では、数年前から幼児・高齢者

対象の防火指導に力を注いでいます。まず、幼

児たちにはぬいぐるみ劇や紙芝居・腹話術など

を実施し、そして老人施設等では、音楽療法を

取り入れた防火指導などを実施して、一緒に楽

しむこと、興味を持ってもらうことに重点を置

いて指導しています。

そうすることにより、みなさんが消防に興味

を持ち、家に帰った時や施設に面会に来られた

家族に対して、防火指導の内容を楽しそうに話

をすれば、家族の方々も消防に親しみを感じ、

そこから新たな防火意識の向上に結びついてい

くというまさに一石二鳥の防火指導を実施して

きました。そしてその効果は徐々にではありま

すが、色々な面で出てきていると実感していま

す。

新世紀を迎え、この歴史的及び都市的要素を

持つ特性をフルに活かして、「遅れている」と

言われ続けている情報化への対応だけでなく、

さらに市民に対するやさしさ、あたたかさを持

ち合わせた「親しみのある消防」を目指し、気

持ちを新たに取組んでいきたいと思っています。

「気持ちを新たに…�」
奈良県中和広域消防組合消防本部 消防長 山本 一則

－３２－



火災を予防し災害から身を守るためには、家

庭、職場を問わず、住民一人ひとりが、日頃か

ら、出火防止や、火災や災害が発生した場合の

初期消火、消防機関への通報、早期避難など正

しい防火・防災についての知識を身につけてお

くことが大切です。

少年消防クラブは、子供の頃から火災予防に

関する知識・技術などを身につけることにより、

学校や家庭などにおいて防火・防災意識を高め

ることを目的とする組織です。クラブ員は、お

おむね１０歳から１５歳までの少年少女により構成

されていて、日本全国で約６，２００団体、約４９万

人が活発に活動しています（平成１２年５月１日

現在）。クラブの活動内容は、地域によって多

少異なっていますが、その主な活動内容は次の

とおりです。

１．講習会等への参加

防火・防災講習会や救急教室などに参加し、

火災のメカニズム、火災予防や 初期消火の

方法、けがをしたときの応急手当などを体験

したり学習したりしています。

また、夏休みなどを利用して、消防学校に

体験入校するなどして、ロープを使った救助

訓練、消防車への試乗、炊飯訓練などを行っ

ています。

２．研究会記録等の配布

防火・防災に関する研究発表会等を行い、

その記録を印刷して、その都度、各家庭に配

付し、火災予防や防火思想の普及に効果をあ

げています。

３．弁論大会

クラブ員による防火・防災弁論大会を行い、

防火・防災思想の啓発に効果をあげています。

４．火災予防運動への参加

火災予防運動期間中に、クラブ員が分担し

て各種の資料を集め、これらに基づき図表や

図画等を作り「こども防災展」等を開催した

り、クラブ員の作ったポスター等を町の商店

街等に展示するなど、火災予防運動に参加し

ています。

５．防火パトロールの実施

年末を中心に地域の住民の方々に火災予防

を呼びかけるための夜間防火パトロールを行

っています。

このような活動を通じて、体験したことや

学習したことが、家庭での火災予防、ひいて

は地域における防火・防災思想の普及に大き

な成果をあげています。

平成１１年中は、全国で一日平均１６０件の火

災が発生し、一年間に約２，１００人もの方々が

亡くなっています。また、我が国は台風をは

じめとする自然災害により、毎年大きな被害

がもたらされております。このような火災や

自然災害から身を守るためには、地域の一人

ひとりが「自分で守る、みんなで守る」とい

う普段からの心構えが何よりも大切です。

災害に強い安全なまちづくりのためには、

一人でも多くの子供達がこれらの活動に積極

的に参加していただきたいものです。

実地体験（川崎市中原地区少年消防クラブ）

少年消防クラブ活動への理解と参加の呼びかけ

（防 災 課）

��������������� 広 報 資 料・３月分 ���������������
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春の行楽シーズンの到来とともに、屋外での

活動が増えてきます。しかし、この時期は降水

量が少なく、空気が乾燥し、強風が吹くなどの

林野火災が発生しやすい気候条件となることが

多く、火災発生の増加が懸念されます。平成１１

年中の林野火災の出火件数は２，６６１件で、月別

にみるとその発生時期は地域によって必ずしも

一定していませんが、全林野火災の４２．１％に当

たる１，１１９件が３、４、５月の春に発生してい

ます。また、林野火災の主な原因をみると、た

き火が７３４件（２７．６％），たばこが４２３件（１５．９％）、

火入れが２７０件（１０．１％）の順となっています。

これは、春になって暖かくなり山などに出かけ

る機会が増えるため、たき火の不始末、たばこ

の投げ捨て、火あそび等から火災に至るもので

す。このような火災を少しでもなくすために、

アウトドアを楽しむ一人ひとりが火の取扱いに

ついて注意することが必要です。

◎ 春の行楽期を楽しいものにするために、次

の事項を守ってください。

１．たき火をする際は近くに水のはいったバ

ケツなどを用意し、万一、火が拡大した際

にすぐ消火できるようにしておく。

２．たばこは灰皿のあるところで吸い、投げ

捨てはしない。

３．紙屑などのゴミ類は火災の発生や、延焼

拡大の原因となるため、各自のゴミはきち

んと持ち帰る。

また、この時期は、家族旅行等で旅館・ホテ

ルなどの宿泊施設を利用する機会が多くなりま

す。旅館・ホテル等の関係者の方は、火災を起

こさないような予防対策を講じることはもちろ

んですが、宿泊される方も寝たばこなどにより

火災を起こさないように気をつけるとともに、

万一火災が起きた場合に安全に避難できるよう

に避難経路の確認など、施設を利用する上での

注意をよく守りましょう。

◎ 旅館・ホテル等を利用される宿泊者の方は、

次の事項に注意して下さい。

１．避難経路の確認

旅館・ホテル等で火災が発生した場合、宿

泊者が施設に不案内なため避難経路が分から

ず、逃げ場を失い亡くなる例があります。宿

泊室から２方向以上の避難経路を実際に歩い

て確認するとともに、非常用の懐中電灯や避

難器具等の確認もしておきましょう。

２．たばこの処理

寝たばこや吸い殻の投げ捨てなどの宿泊客

のたばこの不始末によって多くの火災が発生

しています。寝たばこは絶対にしないのはも

ちろんですが、たばこは所定の喫煙場所で吸

うよう心がけるとともに、吸い殻の始末をき

ちんと行い、マナーを守った喫煙を心がけま

しょう。

３．「適マーク」について

旅館・ホテル等で玄関やフロントに表示し

てある「適マーク」は、その施設が一定規模

以上の建物が満たすべき防火基準に達してい

ることを表示するマークです。もちろん、「適

マーク」が表示された施設からは火災が絶対

に発生しないということではありませんが、

最低限の設備は備えているということで安全

の目安となるマークですので、旅館・ホテル

等を選ぶときの参考にしてください。

以上のことを心がけ、皆さん一人ひとりが防

火に関する正しい知識を身につけ、火災のない

楽しい春の行楽期にしましょう。

春の行楽期における火災の被害防止

（予 防 課）
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「防火管理」とは、ソフト面における火災予
防の充実を図り、火災が発生した場合に人命の
安全確保、火災の拡大の防止を図るもので、消
防法第８条に規定されています。消防法で定め
る収容人員が一定以上の防火対象物（学校、病
院、工場、事業所、興行場、百貨店、複合用途
対象物、その他多数の者が出入りし、勤務し、
又は住居する建築物）の管理について権原を有
する者は、政令で定める資格を有する者のうち
から防火管理者を選任し、所轄消防長又は消防
署長に届出ることが義務づけられています。
また、防火管理者は、防火管理講習を修了し
た者などのうち、管理的又は監督的な地位にあ
る者でなければなりません。これは、防火管理
者の職務は、火災及び消防に関し高度な知識を
必要とし、防火対象物において防火管理上必要
な業務を適切に遂行しなければならないからで
す。
高層建築物や地下街等で管理権原が分かれて
いる場合は、火災が発生した際の混乱と惨事を
防ぐため、相互の連絡協力と建物全体としての
防火管理が不可欠であることから、各管権原理
者があらかじめ防火管理上必要な事項を協議し、
共同で一体的な防火管理を実施することの必要
性が消防法第８条の２に規定されています。

《防火管理者が行なう防火管理業務》

１．消防計画の作成
２．消火・通報・避難訓練の実施
３．消防用設備等の点検及び整備
４．火気の使用又は取扱いに関する監督
５．避難又は防火上必要な構造及び設備の維
持管理
６．収容人員の管理
７．その他防火管理上必要な業務
防火管理者が適正な防火管理業務を行うため
に最初に行わなければならないことは、消防計
画の作成であり、消防計画に基づいて防火管理
上必要な業務を実施します。

《消防計画に定める事項》

１．自衛消防の組織に関すること
２．防火対象物についての火災予防上の自主
検査に関すること
３．消防用設備等の点検及び整備に関すること
４．避難通路、避難口、安全区画、排煙又は
防煙区画その他避難施設の維持管理及びそ
の案内に関すること
５．防火壁、内装その他の防火管理上の構造
の維持管理に関すること
６．定員の遵守その他収容人員の適正化に関
すること
７．防火上必要な教育に関すること
８．消火、通報及び避難の訓練に関すること
９．火災、地震その他の災害が発生した場合
における消火活動、通報連絡及び避難誘導
に関すること

１０．防火管理について消防機関との連絡に関
すること

１１．増築、改築、移転、修繕又は模様替えの
工事中の防火対象物における防火管理者又
はその補助者の立会いその他火気使用又は
取扱いの監督に関すること

１２．その他防火対象物における防火管理に関
し必要な事項
平成１２年３月３１日現在において、法令により
防火管理体制を確立し防火管理者を選任しなけ
ればならない防火対象物のうち、防火管理者を
選任しその旨を消防機関に届け出ているものは
７３．４％、消防計画を作成し消防機関に届け出て
いるものは６４．０％となっています。火災の予防
を効果的に行い、火災が発生した際には被害を
最小限にとどめるためには、実態に即した防火
管理体制を確立し充実した防火管理を行うこと
が必要です。防火対象物における防火安全対策
について消防機関にすべて依存することなく、
自らが火災を防ぎ、また、万が一火災が発生し
たときには消防機関への通報、避難誘導、初期
消火等が適切に行えるよう日頃から訓練してお
くことが重要です。

防火管理の充実

（予 防 課）
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平成１３年消防出初式

平成１３年消防出初式が、全国各地で実施され

ました。

１月６日�には、東京ビックサイト多目的広
場（東京都江東区有明）において、片山虎之助

総務大臣、中川浩明消防庁長官を来賓に迎えて、

「平成１３年東京消防出初式」が実施されました。

また、１月１１日�には、京都市左京区におい
て、中川浩明消防庁長官を来賓に迎えて、「２１

世紀幕開け記念京都市消防出初式」が実施され

ました。

東京消防出初式で挨拶する片山虎之助総務大臣

京都市消防出初式で挨拶する中川浩明消防庁長官

（総 務 課）

��������������� 最 近 の 行 事 か ら ���������������
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第９回全国救急隊員シンポジウムの開催

「第９回全国救急隊員シンポジウム」は、

（財）救急振興財団と東京消防庁の共催及び、消

防庁の後援により下記のとおり開催します。

本年は救急救命士制度発足・（財）救急振興

財団設立１０周年の記念すべき年となることから、

本シンポジウムにおいては、「災害時における

救急医療について」の記念講演を行うほか、

ニューヨークのメディカルディレクターを招聘

して特別講演を行うとともに、「２１世紀の救急

業務のあり方」について、救急医学、マスコミ、

行政等の有識者による討論会を実施することと

しています。

また、各消防本部における救急隊員の教育体

制、救急活動の各種事例及びヘリコプターの活

用事例等、救急業務に関する様々な発表を行う

こととしています。

このように、今後の救急業務発展の礎となる

プログラムが多数実施されますので、地域にお

ける救急業務の更なる発展のためにも、救急隊

員のほか、各都道府県の関係者及び消防機関の

管理職の方々におかれましても参加していただ

きますようお願いいたします。

記

１．開催日時

平成１３年２月１５日� ９時００分から１６時３０分まで

平成１３年２月１６日� ９時００分から１２時００分まで

２．開催場所

東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内３－５－１）

３．開催プログラム

� ラウンドテーブルディスカッション：「２１世紀の救急業務のあり方」

� 特別講演：「メディカルコントロール体制にいて」

� シンポジウム：「地域におけるメディカルコントロールのあり方について」

� パネルディスカッション：「２０世紀の大規模災害の検証」

� 記念講演：「災害時における救急医療」

� 教育講演：「ウツタイン様式による救命効果の検証について」

：「出産―分娩介助―」

� ビデオセッション：「救命のための組織活動」

� 一般演題

	 ポスターセッション

（救急救助課）

��������������� お 知 ら せ ���������������
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第３回全国消防救助シンポジウムの開催

第３回全国消防救助シンポジウムを、下記の

とおり開催します。

このシンポジウムは、救助技術の研究成果及

び救助活動事例の発表や意見交換を行い、救助

技術の向上を図ると共に救助隊員等相互の交流

と親睦を深めることにより、救助体制の一層の

充実を図ることを目的とするもので、全国の消

防救助隊員や都道府県消防防災関係者等を対象

としています。

記

１．開催日時

平成１３年２月２３日� １０時３０分～１７時００分

２．開催場所

東京都港区虎ノ門２－９－１６ 「ニッショーホール」

３．参加対象

全国消防救助隊員、消防学校関係者、都道府県消防防災関係者等

４．メインテーマ

「災害現場における救助と医療との連携」について

５．内 容

� 講 演 「災害現場における救助と医療との連携」について

� 防衛庁 山田 憲彦 先生

米連邦緊急事態管理庁（FEMA）におけるコンファインド・スペース・メディスン

（CSM：瓦礫の下の医療）について

� 国立病院災害医療センター 井上 潤一 先生

日本におけるCSMに対する考え方とCSMの訓練概況

� パネルディスカッション

「災害現場における積極的な救助と医療との連携」をテーマに阪神・淡路大震災及び国際

消防救助隊で隊員として活躍された方々に、大規模災害現場での体験等から積極的な救助と

医療との連携についての考え方を発表していただき、講演をしていただいた山田氏、井上氏

を交えてディスカッションを行います。

� 事例研究

全国の消防救助隊員や消防防災関係者から公募した事例について発表と意見交換を行いま

す。

（救急救助課）
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中央合同庁舎第２号館への移転に伴い、消防庁の電話番号等が
以下のとおり変更されましたのでお知らせします。

消防庁電話番号一覧
（総務課）

課（室）名 直通 内線
長 官 室 ５２５３―７５２０ ７５００
次 長 室 ５２５３―７５２０ ７５０１
審 議 官 室 ５２５３―７５２０ ７５０２
秘 書 室 ５２５３―７５２０ ７５０５

７５０６
Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３０ ７５３０

総 務 課 ５２５３―７５２１
課 長 ７５５０
政策評価広報官 ７５５１
課 長 補 佐 ７５５２
主 幹 ７５５５

７５５６
総 務 係 ７５６０

７５６１
企 画 係 ７５６５

７５６６
広 報 係 ７５７０

７５７１
７５７２

会 計 第 一 係 ７５７５
７５７６

会 計 第 二 係 ７５８０
７５８１
７５８２

表 彰 係 ７５８５
７５８６
７５８７

Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３１ ７５３１
消 防 課 ５２５３―７５２２
課 長 ７６００
消防職員企画官 ７６０１
理 事 官 ７６０２
課 長 補 佐 ７６０３
課 長 補 佐 ７６０４
主 幹 ７６０５

７６０６
警 防 係 ７６１０

７６１１

消 防 団 係 ７６１５
７６１６
７６１７

教 養 係
職 員 第 一 係
職 員 第 二 係

７６２０
７６２１
７６２２

財 政 係 ７６２５
７６２６
７６２７
７６２８

Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３２ ７５３２

課（室）名 直通 内線
予 防 課 ５２５３―７５２３
課 長 ７６５０
課 長 補 佐 ７６５２
設 備 専 門 官 ７６５３
国際規格対策官 ７６５４
主 幹 ７６５５

７６５６
企 画 調 整 係 ７６６０

７６６１
予 防 ・ 調 査 係 ７６６５

７６６６
７６６７

設 備 係 ７６７０
７６７１
７６７２
７６７６

規 格 係
７６７５

国 際 規 格 係
Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３３ ７５３３

危 険 物 保 安 室 ５２５３―７５２４
室 長 ７７００
危険物判定指導官 ７７０１
課 長 補 佐 ７７０２
課 長 補 佐 ７７０３
課 長 補 佐 ７７０４
危険物第一係 ７７１０

７７１１
危険物第二係 ７７１７
危険物判定係 ７７１５

７７１６
化 学 火 災 係 ７７０５

７７０６
パイプライン係 ７７２０

７７２１
行 政 係 ７７２５

７７２６
Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３４ ７５３４
防 災 課 ５２５３―７５２５
課 長 ７７５０
広域消防応援対策官 ７７５１
災 害 対 策 官 ７７５２
課 長 補 佐 ７７５３
主 幹 ７７５５
防 災 第 一 係
防 災 第 二 係

７７６０
７７６１
７７６２
７７６３

防 災 第 三 係 ７７６５
７７６６
７７６７

Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３５ ７５３５

－３９－



中央合同庁舎第２号館全景

課（室）名 直通 内線
防 災 情 報 室 ５２５３―７５２６
室 長 ７８００
課 長 補 佐 ７８０１
課 長 補 佐 ７８０２
情 報 企 画 係 ７８０５

７８０６
情 報 管 理 係 ７８１０

７８１１
通 信 企 画 係 ７８１５
通 信 管 理 係 ７８１６

７８２０
７８２１

Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３６ ７５３６
震 災 対 策 指 導 室 ５２５３―７５２７
室 長 ７８５０
課 長 補 佐 ７８５１
震災対策専門官 ７８５２
企 画 係 ７８５５

７８５６
計 画 係
事 業 係

７８６０
７８６１

Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３７ ７５３７
特 殊 災 害 室 ５２５３―７５２８
室 長 ７９００
課 長 補 佐 ７９０１
課 長 補 佐 ７９０２
特殊災害専門官 ７９０３
企 画 係 ７９０５

７９０６
コンビナート保安係
コンビナート審査係

７９１０
７９１１

Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３８ ７５３８
救 急 救 助 課 ５２５３―７５２９
課 長 ７９５０
救 急 専 門 官 ７９５３
国 際 協 力 官 ７９５１
国際協力専門官 ７９５２
主 幹 ７９５５

７９５６
救 急 企 画 係 ７９７０

７９７１
救 急 推 進 係 ７９７５

７９７６
航 空 係 ７９６５

７９６６
救 助 係 ７９６７

課（室）名 直通 内線
国際緊急援助係 ７９６０
国 際 協 力 係 ７９６２
Ｆ Ａ Ｘ ５２５３―７５３９ ７５３９
消防審議会室 ５２５３―７５４０ ７９８０
宿 直 室 ５２５３―７７７７ ７７８２
宿直室ＦＡＸ ５２５３―７５５３ ７７８９
災 害 対 策 用 ７９８１
（消防審議会室） ７９８２

７９８３
７９８４
７９８５
７９８６
７９８７
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退任の挨拶をする鈴木正明 前消防庁長官

消防庁職員に訓辞をする中川浩明消防庁長官

��������������� 自 治 省 辞 令 ���������������

（平成１３年１月５日付）
氏 名 新 旧

鈴 木 正 明 辞職 消防庁長官

��������������� 総 務 省 辞 令 ���������������

（平成１３年１月６日付）
氏 名 新 旧

中 川 浩 明 消防庁長官 自治省行政局長
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（平成１２年１２月３１日付）

氏 名 新 旧

加 藤 秀 之 辞職
（東京消防庁予防部副参事へ）

危険物規制課課長補佐

田 中 裕 泰 辞職 総務課

（平成１３年１月５日付）

氏 名 新 旧

伊 藤 廉 辞職 消防大学校長

� 岡 正 一 出向
（自治大臣官房総務課課長補佐へ）

救急救助課主幹・救助係長事務取扱

中 野 健一郎 消防研究所庶務課 自治大臣官房会計課

鈴 木 淳 之 出向
（自治大臣官房総務課へ）

消防研究所庶務課

（平成１３年１月６日付）

氏 名 新 旧

飛 弾 直 文 消防大学校長 自治体国際化協会事務局長

今 仲 康 之 出向
（総務省自治行政局公務員部公務員課長へ）

危険物規制課長

鷺 坂 長 美 出向
（総務省大臣官房付へ）

救急救助課長

松 永 邦 男 救急救助課長 総務省大臣官房付

寺 村 映 予防課危険物保安室長
併任（防災課特殊災害室長）

特殊災害室長

佐 藤 文 俊 出向
（総務省自治財政局調整課長へ）

消防課消防職員企画官
・国際協力官事務取扱

吉 武 洋一郎 消防課消防職員企画官 郵政省放送行政局放送政策課
放送番組流通促進室長

木 原 正 則 予防課危険物判定指導官
・違反処理対策官事務取扱

危険物規制課危険物判定指導官
・予防課国際規格対策官事務取扱

渡 邉 洋 己 防災課広域消防応援対策官 救急救助課広域消防応援対策官

田 丸 行 雄 総務課政策評価広報官
併任（総務課理事官）

総務課理事官兼広報官

奥 野 敏 勝 予防課危険物保安室課長補佐 予防課違反処理対策官兼課長補佐

白 石 暢 彦 予防課危険物保安室課長補佐 危険物規制課課長補佐

��������������� 消 防 庁 辞 令 ���������������
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勝 見 康 生 予防課国際規格対策官
併任（予防課課長補佐）

予防課課長補佐

池 松 英 浩 予防課課長補佐
併任（予防課危険物保安室課長補佐）

危険物規制課課長補佐

青 山 忠 幸 救急救助課国際協力官
併任（救急救助課課長補佐）

総務省大臣官房秘書課課長補佐

中 井 幹 晴 出向
（総務省大臣官房秘書課秘書専門官へ）

救急救助課課長補佐

本 島 茂 夫 併任（予防課危険物保安室主幹）
・命予防課行政係長事務取扱

予防課主幹
・安全指導係長事務取扱

佐 藤 信 介 出向
（総務省自治財政局財務調査課主幹へ）

消防大学校庶務課主幹
・庶務係長事務取扱

本 庄 宏 救急救助課主幹
・救助係長事務取扱

危険物規制課主幹
・行政係長事務取扱

西 澤 純 夫 消防大学校庶務課主幹
・庶務係長事務取扱

震災対策指導室企画係長

笠 井 健 司 防災課震災対策指導室企画係長 自治省税務局資産評価室家屋第一係長

渡 辺 剛 英 救急救助課国際協力専門官
併任（救急救助課国際協力係長）

消防課国際協力係長

山 本 豊 予防課危険物保安室化学火災係長 危険物規制課化学火災係長

市 川 力 弥 出向
（総務省大臣官房秘書課給与第二係長へ）

総務課総務係長

西 晴 樹 予防課危険物保安室危険物判定係長
併任（予防課危険物保安室危険物第二係長）

危険物規制課危険物判定係長
兼危険物第二係長

平 � 正 俊 総務課総務係長 自治省財政局
公営企業第二課工業用水道事業係長

和 田 正 彦 予防課危険物保安室
パイプライン係長

危険物規制課パイプライン係長

安 西 修 併任（防災課） 救急救助課緊急援助係長

大 塲 教 子 予防課危険物保安室危険物第一係長 危険物規制課危険物第一係長

増 田 誠 出向
（総務省大臣官房企画課企画調査第三係長へ）

消防課消防団係長

矢 部 祐 介 消防課消防団係長 消防課

久 保 竜 夫 予防課危険物保安室 危険物規制課

池 田 敬 之 予防課
併任（予防課危険物保安室）

危険物規制課
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平成１２年１２月の主な通知・通達

文化財防火デ－

消火栓付近での駐車の禁止

電気器具の安全な取扱い

１月１７日は「防災とボランティアの日」

（日本テレビ他３０局ネット）

☆テレビによる防災キャンペーン（２月分）☆

１月の広報テーマ

編 集 発 行 消 防 庁 総 務 課 〒１００―８９２７東京都千代田区霞が関２－１－２

TEL ０３（５２５３）５１１１

消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp

ご 存 じ で す か ～ 防 災 ミ ニ 百 科 ～

放 送 日 主 管 課 テ ー マ

２月１５日�
（午前１１：２５～１１：３０）

予 防 課 （仮）春季全国火災予防運動

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防災第１０４号 １２月４日 各都道府県知事 次 長 「防災とボランティア週間」における諸行事の
実施について

消防予第２７９号 １２月８日 各都道府県知事 次 長 「第４７回 文化財防火デー」の実施について

消防情第１３７号 １２月１２日 各都道府県消防主管部長 防災情報室長 災害時における市町村防災行政無線（同報系）
の運用方法について

消防予第２８８号 １２月２２日 各都道府県消防主管部長 予防課長 消防法施行規則の一部を改正する省令について

消防予第２８９号 １２月２２日 各都道府県消防主管部長 予防課長 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に
伴う関係告示の制定等について

消防救第３１５号 １２月２５日 各都道府県知事 長 官 緊急消防援助隊要綱の改正について

消防予第２９１号 １２月２７日 各都道府県消防主管部長 予防課長 石油燃焼機器の点検整備について

消防救第３２０号 １２月２８日 各都道府県知事 長 官 国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱の
一部改正について
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